
 

議案第３９号 

   さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定について 

 さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例を次のように定める。 

  令和５年２月１日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

   さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、市が設置する学校における学校給食法（昭和２９年法律第１６

０号。次条において「法」という。）第４条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部

における学校給食に関する法律（昭和３２年法律第１１８号。次条において「特別

支援学校給食法」という。）第３条の規定に基づく学校給食の実施並びに学校給食

費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 学校給食 法第３条第１項の学校給食、特別支援学校給食法第２条の学校給食

その他の学校において実施される給食をいう。 

 ⑵ 学校給食費 法第１１条第２項の学校給食費、特別支援学校給食法第５条第２

項の学校給食に要する経費その他の次号に掲げる者が負担すべき経費をいう。 

 ⑶ 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等（児童又は未成

年の生徒については学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条の保護者、

成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。）

その他学校給食の提供を受ける者をいう。 

 （学校給食の実施） 

第３条 市は、さいたま市立学校設置条例（平成１３年さいたま市条例第１１３号）

別表に規定する学校（高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を除く。）に

おいて、学校給食を実施するものとする。 

 （学校給食費の徴収及び納付） 

第４条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。 



 

２ 学校給食費負担者は、学校給食費を規則で定める日までに納付しなければならな

い。 

３ 学校給食費の額は、規則で定める。 

 （学校給食費の減免） 

第５条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学

校給食費を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後に実施する学校給食について適用す

る。 

  


